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留意事項

本動画は、令和６年３月１９日現在の情報をもとに作成しております。今後、
国のQ&Aの更新等により、説明内容に変更が生じる可能性もございますが、
あらかじめご了承ください。

本動画では、改定事項のうちいくつかの項目を抽出して説明するものとなり
ます。全ての項目については、ホームページに添付している資料や随時更新
されるQ&Aなどをご参考ください。
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

令和6年4月から算定を開始する届出の提出期限は、

4月15日（月曜日） までとします。

通常、4月から算定を開始するための届出の提出期限は、居宅サービスでは3月15日まで、施設サービスでは
4月1日までとなりますが、令和6年4月から算定を開始する届出の提出期限は、全て4月15日までとします。
新しい届出の様式は、県ホームページからダウンロードしてください。
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介護報酬改定等に関する質問について

令和6年度介護報酬改定に関するご質問については、

宮崎県電子申請システム からお願いします。

（URL）https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/1N5zOAou

問合せ・回答は原則として本システムでの受付・掲載により対応することとし、電話では対応しません。

質問の前に、同様の質問・回答が掲載されていないか御確認ください。

回答につきましては、国等へ確認が必要な場合など、時間を要する場合があります。

対象となるのは、県所管の事業所です。市町村が所管する事業所に関することは、各市町村にお問い合わせ

ください。
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